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令和４年度第５回袖ケ浦市社会教育委員会議 

 

１ 開催日時  令和５年２月３日 午後３時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

    

委 員 北原 政志 委 員 稲垣 昭彦 

委 員 松井 恭子 委 員 石井 ゆみ子 

委 員 二宮 義文 委 員 小泉 康 

委 員 田中 雪夫 委 員 佐々木 眞由美 

委 員 畠山 真一 委 員 西田 隆司 

委 員 木村 育子 委 員 岡田 康 

委 員 葛田 圭亮  

 

４ 欠席委員 

   委 員 在原 潤 委 員 中山 正紀 

 

５ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 中央図書館館長 藤尾 善之 

生涯学習課長 髙浦 正充 郷土博物館館長 西原 崇浩 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 生涯学習課文化振興班長 田中 大介 

市民会館長 濱崎 雅仁 生涯学習課社会教育班長 柳井 健 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

７ 議題 

（１）令和５年度社会教育委員の年間活動計画（案）について 

（２）地域のまちづくり施策推進に併せた公民館施設の活用方針について 

 

８ 報告・連絡 

（１）各種事業の実施結果について 

・令和４年度山野貝塚講演会 
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・令和５年袖ケ浦市二十歳を祝う会 

・２０２３袖ケ浦市新春マラソン大会 

（２）今後の事業の実施予定について 

・ウォーキングフェスタ２０２３ ＩＮ 袖ケ浦 

・ボッチャ大会袖ケ浦２０２３ 

（３）その他 

   ・第１０５回袖ケ浦市音楽協会定期演奏会について 

 

９ その他 

  なし 

 

１０ 議事 

議題（１）令和５年度社会教育委員の年間活動計画（案）について 

【資料１ページを説明】・・・事務局柳井 

 

田中委員長：事務局からの説明が終わりました。質疑等あるか。 

小泉委員：次年度の定例会の会議内容について、例年どおりの内容のほか、 

公民館施設の移管に係る内容が中心となっている感じを受け 

る。何度も言っているが、本市あるいは全国的な課題は、高齢 

者の社会教育への参加が一番の課題だと思っている。それにつ 

いての具体的な方策や考えなどをまとめていくことが必要な 

のではないか。例えば、市の社会教育の活性化を目指した方策 

についてなどの議題を毎回入れていただき、いい案がすぐ出て 

くるとは思わないが、年間を通じて１つでも良いので前に進む 

ようなことをやっていく必要があるのではないかと考える。そ 

うでもしないと、まちづくり施策推進のことばかりで終わって 

しまうのではないかと心配している。社会教育の活性化を目指 

した方策についての議題を入れてもらって話し合いをするべ 

きだと思う。 

事務局柳井：ご意見ありがとうございます。どこのタイミングで議題に入れ 

るか検討します。 

小泉委員：どこで入れるのではなく、議題として毎回の会議に入れてほしい。 

１回やっても結論など出ない。公民館やサークル活動など、分野 

ごとに分けても構わないので、ぜひお願いしたい。 

事務局柳井：第１回目の会議は例年報告事項が多く、時間が足りないことは皆 

様もご承知のことと思います。このあたりを調整しながら、次回 
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項目出しができるかどうか検討します。 

田中委員長：小泉委員よろしいか。 

小泉委員：私は構わないが、他の委員の皆さまがそれでよろしければ。 

二宮委員：小泉委員が言われたとおり、私たちの身近な課題をテーマに話

していくことは大事だと思うが、時間の制限もある。協議が細

切れになるかもしれないが、やっていくことが必要だと思う。

他市の事例が参考になると思う。これは小泉委員の提言であり、

他の委員は別の課題を持ってらっしゃるかもしれない。他市の

良い事例は取り入れていければと思う。 

田中委員長：事務局は、次年度の議題への追加を検討してほしい。他に質問

がないようなので、これで質疑を終了し、採決を取ります。議

題（１）について、承認される方の挙手を求めます。 

      （全員賛成） 

田中委員長：全員賛成のため、議案（１）は承認とする。 

 

議題（２）地域のまちづくり施策推進に併せた公民館施設の活用方針について 

【資料２ページから１１ページを説明】・・・高浦参事、事務局柳井 

 

田中委員長：事務局からの説明が終わりました。質疑等あるか。 

二宮委員：確認するが、コミュニティセンターとすることは決定している

のか。それとも、意見を聞いてから検討するのか。一番懸念す

るのは、法律で教育の独立性がうたわれている。なぜそうなっ

たか。昔、政治家が教育を悪用して戦争に駆り立てた事実があ

る。本来の公民館としての役割をきちっとしながらまちづくり

に活かしていくことが大事だと思う。 

事務局柳井：まず、コミュニティセンターとすることが決定しているかどう

かという点についてですが、先ほど説明したとおり、令和６年４

月の移管に向けて手続きを進めているところであり、基本的に

は公民館はコミュニティセンター化する方針であることでご理

解いただきたいと思います。公民館条例を残したままでの移管

について、市長部局と協議を進めているところです。なお、現在

行っている社会教育事業は継続して実施していく予定です。 

二宮委員：了解した。 

小泉委員：先日出た議会だよりの中で、ある市議会議員が公民館を市長部 

局に移管することに対して意見や質問をされていた。市の方針 

としては公民館を市長部局に移管したいとのことだが、最終的 
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には議会の承認が必要かと思うが、その時期はいつになるか。 

事務局柳井：市議会にて（仮称）コミュニティセンター設置条例等の関連法 

案を議決いただく必要があり、令和５年９月議会への上程を予 

定しております。 

小泉委員：市長部局へ公民館を移管することについては、市議会は関係な 

く、市長の方で決定するのか。 

事務局柳井：関連条例の制定が必要となるため、９月議会での関連法令の制 

定をもって移管が決定するということでご理解いただきたい。 

小泉委員：９月議会とは来年度か。それとも今年度の９月で決まってしま 

ったということか。 

事務局柳井：令和５年９月議会である。 

二宮委員：９月の市議会で承認されなければ正式決定とはならないという

ことですね。 

岡田委員：少し的外れな話になるかもしれないが、いま学校教育の中でク

ラブ活動を民間に移管したほうが良いのではないかとの議論

がある。コミュニティセンターの役割として、私はそのような

ものも含めた方が良いような気がする。もっと広くコミュニテ

ィセンターの中身をもっと細かく考えていかないといけない

のではないか。私も協働のまちづくり条例の策定の推進者とし

て、ただ移管するのではなく、コミュニティセンターの中身の

検討が必要ではないかと思う。 

事務局柳井：様々なご意見があると思うが、コミュニティセンターの中身を 

精査していかなければならないというところが、今回大事なご 

意見かと思います。持ち帰って検討いたします。 

小泉委員：資料を読ませていただいたが、本当に何でこのようになってし 

まうのかなと思う。いくつか言わせていただきます。 

資料２ページにある公民館の目的についてですが、公民館は社

会教育施設であり、その目的は教育であってまちづくりではな

いですよね。ここの所をはっきりさせないといけない。社会教

育的なまちづくりをやってきたからと書いてあるが、公民館の

目的はまちづくりではない。 

資料３ページにある公民館の課題では、公民館の活用が横ばい

となっているとあるが、新型コロナもあるし退職年齢も上がっ

ているため、これが増えているところはどこにもない。これを

どうしたらいいのか考えるのが我々の大きな課題なのだが、こ

れを教育委員会がそう評価するのはあまりにも穿った考えで
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はないかと思う。資料４ページのサークルの件も同じである。

これをどう増やすかが、我々社会教育委員の課題だと思う。 

市民協働によるまちづくりについてだが、長浦にまちづくり協

議会が出来たが、それが具体的に何をやっているのか。地区住

民会議や自治会が子どもの見守りなどをやっているが、それが

まちづくり協議会が出来たからといって何が変わるのか。私も

それに入っているが、名前に踊らされて実際に何をやっている

かわからないうちに、それを良いものだと感じてしまうのでは

ないか。市長部局に移管されてまちづくり協議会を作ったとし

て、それがどうなるのか。私にはそれがどれだけのメリットが

あるのかがわからない。むしろ、高齢者の活動を支援すること

のほうが大事だなと思っている。 

資料６ページの施設のあり方について、公民館ってそんなに活

用できない施設だったのか。より有効に活用って言うけど、協

働のまちづくり協議会をやると、より活発になるのか。今まで

自治会館でやってたものを公民館でやって終わりじゃないで

すか。そのことによって、逆にサークルが公民館を使えなくな

るのではないか。 

引き続き社会教育が推進できる施設とあるが、これは表の一番

上にしてほしい。または、まちづくりと社会教育を対等にして

ほしい。なんか資料を見ていると、まちづくりが主となって、

社会教育が従になっており、これでは大きな失敗をしてしまう

のではないかと思い、基本的には反対である。 

色々と意見を言わせてもらったが、社会教育がどんどん衰退し

ていくのではないかということを一番心配している。よくある

のが、人員を削減し、指定管理者となり、だんだん市とは関係

がなくなる。そういう事例が日本全国にある。経費の面もそう

ですよね。老朽化しているということを何で書かなければなら

ないのか。金がかかるからか。すごく嫌な物の見方をされてい

るなと感じました。質問ではありません。意見です。 

佐々木副委員長：執行体制がどうなるのか。現状では、サークル活動の中身につ 

いても目が届いていると思う。公民館まつりなどの発表の場も 

あるし、公民館の目的に沿った活動をしていますよというお墨 

付きがあるというか。それが指定管理者となったときに、施設 

がまとまりのない自由な使い方をされると、公民館に集うサー 

クルのタガが外れてしまうのではないかという気がして、それ 
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が恐い。 

コミュニティセンターの使用基準がどうなるかわからないが、

貸館のようになると、その規約もなかったりして、空いてれば

いいんですよみたいなことになってしまうと恐いなと思う。 

公民館に館長さんがいて、職員さんがいるなかで施設を使用し

ているのが崩れてしまうのではないか。市長部局の方がどのよ

うに公民館に関わるのかがわからないが、職員がただいるので

はなく、サークルの活動内容にまで目が行き届く関わり方をし

ていただけるのかが心配である。 

事務局柳井：まず小泉委員からあったご意見について、確かに公民館は社会

教育施設であります。ただ、資料９ページにも書かせていただき

ましたが、国の中央教育審議会おいて、公民館は地域の学習拠点

であるほか、さらに地域コミュニティの維持と持続的な発展を

推進するセンター的役割と、地域の避難所にもなっております。

このため、現状の公民館には様々な役割が複合的に存在する施

設であることをご理解いただければと思います。 

次に、佐々木副委員長からご意見があった移管後の運営につい

てですが、現状では指定管理者制度の導入については全く考え

ておりません。引き続き、市職員とお客様が窓口でお話させて

いただき、今まで通り施設をご利用していただきたいと考えて

おります。 

濱崎市民会館長：佐々木副委員長からお話があった件について、利用者の一人ひ 

とりに寄り添うことを大事にしなければならないと思ってお

ります。１２月の公民館運営審議会においても、今までどおり

公民館に社会教育主事を配置するよう要望を受けております。

公民館としても、施設に職員を配置して利用者ときちんと向き

合っていくことは堅持していきたいと考えております。 

西田委員：そもそも協働によるまちづくり推進計画については、２０１９ 

年に各地区の区長等を５地区に集められ説明されているが、そ 

れ以降、新型コロナの影響もあり、この計画がなかなか進まな 

かったという実態がある。各地区には、自治会やＰＴＡなど 

色々な団体があるが、その独立した団体に横ぐしを入れてお互 

いに協調しようと計画されたものであるが、なかなか地域に根 

付かなかったものである。昨年１０月に長浦地区で組織されて 

おり、地域の各組織が全て網羅されたかはわからないが、おそ 

らく、協働のまちづくりを進めるうえで、公民館を１つの拠点 



- 7 - 

とすれば、各団体の結びつきがしやすいのではないかという発 

想で市が検討されたのだと思う。公民館の主体的な運営、ある 

いは教育の独立という意味において、協働のまちづくりが地域 

団体を抱えるようになるため、小泉委員が心配されるのはある 

と思う。協働のまちづくりを公民館で活用していくのか検討を 

進める中で、公民館の独立性がきちんと担保されるものである 

ならば、協働のまちづくり計画に寄って行ってもいいのではな 

いかという気はしている。 

小泉委員：市長部局に移管されると、社会教育に対して教育委員会は全く

のノータッチとなるのか。今までどおり教育委員会が社会教育

に携わり、そこに市長部局が入ってきてまちづくり業務もやっ

ていくという形だろうと思うが、話を聞いていると、市長部局

に全部行ってしまって、社会教育の分野についても市長部局が

中心になって動いていくような感じがしてしまう。 

木村委員：小泉委員がおっしゃることを考えていたが、市長部局に移管さ

れると、他から何かが入りやすくなるのか。要するに、今まで

のように教育委員会が主体となっている時は学校や子どもを

中心に事業をやっていたが、これを市長部局にすると教育委員

会はもう公民館事業に入れないのか。資料には、移管しても現

状どおりになると書いてあるが、移管後の事業の関わりについ

て資料のどこにも教育委員会が入っていないのが気になる。か

っこ書きでも良いので、教育委員会を入れてほしい。 

事務局柳井：ご意見ありがとうございます。小泉委員と木村委員からのご意

見にお答えいたします。移管により、公民館施設は教育委員会

から市長部局に移ることになりますが、ご存じかと思いますが、

社会教育法により社会教育事業については教育委員会が所管

する業務となっております。施設が移管しても社会教育業務は

教育委員会が関与していく形になります。どう関わっていくの

かについては、資料８ページにも記載しましたが、社会教育委

員に関する条例等は、公民館の移管後もそのまま残すこととし

ており、また、生涯学習課としては社会教育委員に関する業務

についても教育委員会に残すことで検討しているため、公民館

の移管後においても、社会教育委員会議または教育委員会議な

どで引き続き関与していくことを考えています。 

二宮委員：さっき小泉委員が言われたとおり、読めば読むほどこの資料は

わかりづらい。我々社会教育委員のように社会教育をよくわか
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っている人でもわかりづらいと思う。市長が要請しているのは、

まちづくりに公民館を活用したいということだと思うが、まち

づくりはひとづくりである。ひとをつくって、そのひと達がま

ちを作り上げていく。ひとづくりは社会教育委員の役割である。

その先にまちづくりがあるため、基本的には社会教育がまちづ

くりのベースにあると思う。教育委員会が主体となって社会教

育をやっていくこととし、それに加えてまちづくりもやるとい

う内容にすれば、基本的には公民館は何も変わっていないとい

うことがわかる形になれば、非常にわかりやすい資料になるの

かなと思った。結果、目指しているところは賛成です。 

北原委員：質問です。文化協会やスポーツ協会、青少年相談員などの社会

教育関係団体は今まで生涯学習課が所管しており、総会等にも

生涯学習課の職員が指導助言を行ってきたが、まちづくりのほ

うに移ると、この体制はどうなるのか。 

事務局柳井：公民館の移管を進めるなかで、生涯学習課社会教育班の業務も 

見直しを図っています。社会教育関係団体の育成は社会教育班 

の所管業務となっていますが、教育委員会と繋がりの強い団体 

もあることから、社会教育関係団体の業務については市長部局 

には移管せず、教育委員会に残すことで検討を進めています。 

北原委員：わかりました。 

佐々木副委員長：公民館の職員は市長部局の職員ということになるのか。そうな

ると、公民館で実施している各種講座は、市長部局のなかで作っ

ていくのか。青少年相談員などは教育委員会に残るなど、団体な

どによって教育委員会に残るものと残らないものに分かれるこ

とになるのか。 

事務局柳井：説明が難しいところですが、市長部局に移管された公民館の職

員は、市長部局の職員となります。その中で、公民館条例を残

した場合、公民館の職員は市長部局と教育委員会の併任辞令と

なる可能性があります。現状で例えると、平川行政センターと

平川公民館の職員のように相互の業務を併任して実施するよ

うな形になりますが、まだそのあたりは検討中です。 

小泉委員：既存の公民館業務に加えて市長部局の業務も行うとのことだが、 

移管後も公民館の職員数は同じなのか。普通だったら、職員 

数は増えないと運営ができないと思うが、今の話だと１人の 

職員が両方の業務を行うということになる。 

事務局柳井：職員の配置については現在も検討中ですが、公民館の職員数は



- 9 - 

現状の人数を維持する形で話を進めています。業務が増えれば

当然職員数も増えるのではないかと考えていますが、それも含

めて協議を進めております。職員数が増えるのか減るのかも含

めて検討中であります。 

小泉委員：聞き間違えかもしれないが、公民館の職員数が減ることはしな

いと言いましたよね。減るってこともあるのか。 

事務局柳井：現状の配置人数が最低ラインと考えています。 

小泉委員：現状どおりの人数ということは、職員数は増えないということ 

か。 

事務局柳井：業務量の調整が必要となります。まだ未確定な部分が多いため、

断言はできない状況です。 

小泉委員：今までの業務でもギリギリの人数だと思うが、それに職員数を

減らしてまちづくり協議会を作れとなるとパンクしてしまう

と思う。私も公民館に勤務していたが、職員が時間外に働いて

いることがあった。これから社会教育を活性化しなければなら

ないため、ぜひ頑張って人員を確保していただきたい。 

二宮委員：これを進める方が、まちづくりと教育を熟知していないと、こ

の移管は絶対に上手くいかない。片手間でやれるものでは無い

し、自治会の方が聞いたら、また新しい組織を作ってと思われ

てしまう。そのあたりを気を付けてほしい。趣旨はよくわかり

ました。 

稲垣副委員長：社会教育委員に何を求めたいのか見えていない部分がある。公

民館条例は残しつつコミュニティセンター設置条例を策定す

るが、公民館としては何も変わらないという説明があった。今

後意見調整を図るとのスケジュールになっているので、公民館

が市に移管された場合、何が変わるのかという部分を見せても

らえると、委員の皆さんも安心していただけると思うので、比

較検討がわかるような資料をお願いしたい。 

小泉委員：資料７ページ、市民協働推進課に、生涯学習課の社会教育班の

一部を移管するとされている。あくまでも、市民協働推進課が

中心となって進むというふうにしか読めない。これを見る限り、

先ほど話した対等にという形には見えない。この資料には、教

育委員会の意見を聞かなければならないと記載されているが、

教育委員会としてどのように意見を出しているのか。 

事務局柳井：社会教育班の業務には、社会教育に関するものだけでなく、青

少年の健全育成に関することや、地区会館に関することなど、
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様々な業務があります。私たちが考えたなかでは、社会教育に

関するものは教育委員会に残したほうがいいだろうと思って

いますが、青少年の健全育成に関するものの中には、本来市長

部局で行うべき業務もあることから、そういった業務を市長部

局に戻すなど、必要な業務は教育委員会に残すように考えてい

ます。 

松井委員：まちづくり協議会について、自主的に運営してほしいという形

で作られていると思うが、まちづくり協議会はどの程度の業務

を行うのかが見えない。まちづくり協議会の目標や現状、リー

ダー育成などの進め方などがわかると良いなと思う。協働のま

ちづくりが大事だとは聞いているが、まだまだ市民には伝わっ

ていない。市民への説明責任や情報を出してほしい。 

また、社会教育の担保として、コミュニティセンターに専門の

職員を配置してほしい。それと、コミュニティセンターになる

ことで有料イベントもできるようになると思うので、そうなる

とセンターの利用者も増えるというプラスの情報もいただけ

ると、皆さんも安心するのではないかと思った。 

濱崎市民会館長：公民館が移管されれば有料イベントが開催できると言われまし 

        たが、現状でも有料イベントは開催できます。不特定多数を集 

めてどのようなことをやるのかわからない、主催者もわからな 

いものについては、お断りさせていただいています。 

松井委員：ただ、移管によって、そのハードルは低くなるんですよね。 

濱崎市民会館長：ハードルを低くして利用の幅を広げたいということが市長の考 

えです。移管することで有料イベントができるようになると捉

えられるといけないので、ご説明させていただきました。 

田中委員長：色々とご意見をいただきましたが、時間の都合もあるため、事 

務局は、各委員から出た意見を検討していただき、次回の会議 

にまとめて提出してください。 

 

報告・連絡（１）各種事業の実施結果について 

【資料１２ページから１８ページを説明】 

・令和４年度山野貝塚講演会・・・・・・田中文化振興班長 

・令和５年袖ケ浦市二十歳を祝う会・・・濱崎市民会館長 

・２０２３袖ケ浦市新春マラソン大会・・鈴木スポーツ振興課長 

 

稲垣副委員長：二十歳を祝う会について、事前に確認をしておけば良かったの 
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       ですが、二十歳の主張が非常に良い内容だったため、各会場に 

おいて事前承諾を得ていただき、各公民館のホームページ等で 

公開してみてはどうか。可能であれば、来年度の実行委員と協 

議していただくよう検討してほしい。 

濱崎市民会館長：当日来られなかった二十歳の方もいるので、市長の挨拶文を 

ホームページに掲載することも必要なのかなと考えています。 

二十歳の方たちがどのような考えをもっているのか市民の方

に見ていただくことも良いことだと思いますし、地域でお祝い

する雰囲気も必要かと思うため、そのように引き継いで行きた

いと思います。 

小泉委員：新春マラソン大会について、最高齢の方の年齢はわかるか。 

畠山委員：申込みに年齢を入れなかったので最高齢の方の年齢は把握して 

いないが、私が知る限り７８歳の方が走っていた。 

 

報告・連絡（２）今後の事業の実施予定について 

【別紙により説明】 

・ウォーキングフェスタ２０２３ ＩＮ 袖ケ浦 

・・・鈴木スポーツ振興課長 

・ボッチャ大会袖ケ浦２０２３・・・鈴木スポーツ振興課長 

 

質疑等なし 

 

報告・連絡（３）その他 

     第１０５回袖ケ浦市音楽協会定期演奏会について 

【口頭で説明】・・・木村委員 

 

質疑等なし 

 

午後４時５０分閉会 
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